
 

 

Ｑ１ 食物アレルギー等での給食対応はどの様になりますか。 

Ａ１ 牛乳アレルギー(乳糖不耐症を含む)の児童生徒については、1食あたり単価から牛乳単

価を減額した金額を 1食分として算出し、徴収するものとします。なお、食物アレルギー等が

あり、その日の副食の全部又は一部を喫食しない場合であっても、副食の費用は徴収します

（牛乳アレルギー以外による給食費の減額はありませんので、ご了承願います）。 

（注） 牛乳アレルギー等を含む食物アレルギー等で年間を通じて給食を全部又は一部喫食

できない場合については、医師の診断書等の情報に基づいて、学校と十分に相談してい

ただきますようお願いいたします。 

Ｑ２ 口座振替以外では支払いができないのですか。 

Ａ２ 原則、口座振替となります。残高不足等で振替不納となった場合は、納付書でのお支払い

となります。なお、口座振替の手続がお済みでない場合は、納付書をお渡ししますので、毎月

納付期限までに納付書記載の金融機関へ持参の上、納期限までに必ず納付願います。 

Ｑ３ 学校給食費の支払が遅れた場合はどうなりますか。 

Ａ３ 資金不足により口座振替ができない場合は、振替期日から２０日以内に督促状と納付書

を送付しますので、速やかに納付願います。督促状送付後もお支払いいただけない場合は、

電話催告、催告書の送付、家庭訪問等を行い、最終的には法的措置を講ずることとなります

のでご注意ください。 

Ｑ４ 学校給食費の支払が遅れた場合、遅延損害金は請求されますか。 

Ａ４ 遅延日数分の遅延損害金を併せて請求することがあります。 

Q５ 学校給食費に還付金が生じた場合、どのような手続きが必要となりますか。 

A５ ご登録の口座に還付することとなります。口座のご登録がお済でない場合には、当課が還

付金の口座先を把握するための書類（学校給食費還付金口座振込依頼書）を送付します

ので、必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。 

Ｑ６ 当日、急に学校を休むこととなった場合、学校給食費は返還されますか。  

Ａ６ 学校給食費は、「給食物資の発注」に応じてご負担いただくものとなります。一方、小・中

学校等における給食提供にあたっては、1 日約3万食分の給食物資を調達しています。これ

ら大量の給食物資の調達には給食予定日の数週間前から１ケ月ほど前に発注を完了する

必要があるため、急な食材発注数の変更やキャンセルができないものとなっています。 急に

学校を休まざるを得ない状況になりましても、給食物資を発注しておりますため学校給食費

はご負担いただくこととなります。ご了承願います。                              

 

（問い合わせ先） 

 


